
『『東東大大阪阪市市企企業業人人権権協協議議会会』』へへのの積積極極的的参参加加をを！！

～企業の社会的責任（ＣＳＲ）としての人権問題に取組んでみませんか～ 

企業は、社会を構成する一員として、法令遵守はもとより、人権尊重、環境保全、顧客保護などの社会的責任を果た

すことが強く求められており、グローバル化・ＩＴ化が進展する中、企業の社会的責任（CSR）への取り組みが企業活

動の国際的な基準として評価される時代となっています。 

企業の社会的責任（ＣＳＲ） ～ 企業も社会の一員です～

『ＣＳＲ（企業の社会的責任）』とは？ 

 “Ｃorporate Ｓocial Ｒesponsibility” の頭文字をとったもので、日本語では「企業の社会的責任」と一般的にいわ

れ、人権尊重、コンプライアンス、環境対策、社会貢献などを要素としています。 

東大阪市内の企業においては、同和問題をはじめとするさまざまな人権問題解決のために、企業の立場から啓発活動

の推進・充実、就職の機会均等を図るなど、人権尊重社会の実現に資することを目的に研修会や啓発活動を推進する「東

大阪市企業人権協議会」を結成（1978年設立）し、各種活動に取り組んでいます。 

また、同和・人権問題を口実に企業等に不当な圧力をかけ、電話や訪問で「高額な書籍の売りつけや送りつけ」「工事

の下請けの強要」「寄付の強要」等を行う『えせ行為』排除へ向けた取り組みも進めています。 

 すでに多数の企業において「公正採用選考人権啓発推進員」を設置し、従業員への人権研修など、人権問題解決の取

り組みが進められていますが、「東大阪市企業人権協議会」に加入されていない事業所につきましては、早期に加入され

ることをおすすめします。 

（会員事業所数 ２１８社  4/1現在） 

○一日人権研修会（人権関連施設の見学・学習等）など、人権に関する研修会の実施 

○各種研修会・講演会(人権リーダー養成、新人・管理職向け等)のご案内 

○各種研修会・講演会参加費の一部費用助成 

○会員事業所内人権研修会等における、講師派遣に係る相談・関連先などの紹介 

○会員事業所相互の情報交換 

○人権啓発ビデオ・DVDの無料貸出し 

○企業活動における人権問題事象や関連する情報の提供  など 
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■主な活動内容と会員サービス


